
特 集

個
人
町
民
税
は
、
前
年
中
（
１７
年
中
）
の
所
得
（
給
与
や
年
金
・

農
業
・
商
店
等
の
売
上
、
不
動
産
の
賃
貸
料
、
不
動
産
・
株
の
譲

渡
益
な
ど
）
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
税
で
あ
り
、
平
成
１８
年
１
月

１
日
現
在
、
上
三
川
町
に
住
所
が
あ
る
人
に
対
し
て
県
民
税
と
あ

わ
せ
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

計
算
の
基
本
的
な
仕
組
み
は
、
所
得
税
と
似
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
所
得
税
は
、
１
年
間
の
所
得
に
対
し
て
、
そ
の
年
に
課
税
さ

れ
ま
す
が
、
個
人
町
県
民
税
は
、
前
年
１
年
間
の
所
得
に
対
し
て

課
税
さ
れ
る
、
控
除
額
が
違
う
な
ど
、
異
な
る
面
も
あ
り
ま
す
。

今
回
は
、
分
か
り
に
く
い
個
人
町
県
民
税
の
仕
組
み
や
、
平
成

１８
年
度
か
ら
変
わ
っ
た
点
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

税
額
の
計
算

個
人
町
県
民
税
は
、
均
等
割
と
所
得
割

の
合
計
額
で
す
。

均

等

割

均
等
割
は
、
地
域
社
会
の
費
用
の
一
部

を
、
広
く
均
等
に
負
担
を
求
め
る
趣
旨
で

設
け
ら
れ
て
お
り
、
所
得
の
多
少
に
関
わ

ら
ず
一
定
の
税
額
と
な
り
ま
す
。

町
民
税

３
、０
０
０
円

県
民
税

１
、０
０
０
円

所

得

割

所
得
割
の
税
額
は
、
前
年
の
１
月
１
日

か
ら
１２
月
３１
日
ま
で
の
１
年
間
の
所
得
金

額
を
も
と
に
計
算
さ
れ
ま
す
。

個個
人人
町町
県県
民民
税税
にに
つつ
いい
てて
考考
ええ
よよ
うう

計 算 式

課税所得金額（所得金額－※１所得控除額）

×※２税率－税額控除額－定率控除額＝税額

※１ 所得控除一覧表…………………………………………………………

※２ 税率………………………………………………………………………………………
●定額控除額●県民税●町民税
定率控除前所得額の７．５％
（ただし、県民税及び市町村
民税をあわせて上限２万円）

控 除 額
２６０，０００円（ただし、寡婦で、扶養の子を有し、
合計所得金額が５００万円以下の人は、３００，０００円）

２６０，０００円 勤労学生で、合計所得金額が６５万
円以下の人

Ａ．老人控除対象配偶者 ３８０，０００円
Ｂ．Ａのうち同居特別障害者 ６１０，０００円
Ｃ．上記以外の控除対象配偶者 ３３０，０００円
Ｄ．Ｃのうち同居特別配偶者 ５６０，０００円

生計を一にする配偶者（他の納税義務者の扶養親族
又は事業専従者を除く。）を有する人で前年の合計所
得金額が１，０００万円以下である場合には、総所得金額
から次の区分に応じた金額を控除します。

配偶者特別控除

３３万円

３１万円

２６万円

２１万円

１６万円

１１万円

６万円

３万円

０円

左記以外の者

３３０，０００円

４５０，０００円

３８０，０００円

４５０，０００円

３３０，０００円

同居特別障害者である者

５６０，０００円

６８０，０００円

６１０，０００円

６８０，０００円

配偶者の合計所得

３８０，００１～４４９，９９９円

４５０，０００～４９９，９９９円

５００，０００～５４９，９９９円

５５０，０００～５９９，９９９円

６００，０００～６４９，９９９円

６５０，０００～６９９，９９９円

７００，０００～７４９，９９９円

７５０，０００～７５９，９９９円

７６０，０００円～

一般の扶養親族

特定扶養親族

同居老親等以外の者

同居老親等

老人扶
養親族

控除の種類

寡婦（夫）

勤労学生

配 偶 者

配偶者特別

扶 養

基 礎

控除額
０円

１００，０００円
２４０，０００円

税率
３％
８％
１０％

課税標準額
２，０００，０００円まで

２，００１，０００円～７，０００，０００円
７，００１，０００円以上

控除額
０円

７０，０００円

税率
２％
３％

課税標準額
７，０００，０００円まで
７，００１，０００円以上

控 除 額

Ａ 差引損失額－総所得金額等の合計額×１０％
Ｂ 差引損失額のうち災害関連支出の金額－５万円
上記Ａ・Ｂのいずれか多い金額

医療費の支出金－総所得金額等×５％（ただ
し、１００，０００円を超える場合には、１００，０００円）
控除限度額は、２００万円

全額

�支払った保険料が生命保険料だけの場合
１５，０００円以下－全額
１５，０００円超え４０，０００円以下－支払保険料×１／２＋７，５００円
４０，０００円超え－支払保険料×１／４＋１７，５００円（限度額３５，０００円）
�支払った保険料が個人年金保険料だけの場合
１５，０００円以下－全額
１５，０００円超え４０，０００円以下－支払保険料×１／２＋７，５００円
４０，０００円超え－支払保険料×１／４＋１７，５００円（限度額３５，０００円）
�支払った保険料が生命保険料と個人年金保険料の両方ある場合
�により求めた金額＋�により求めた金額

�支払った保険料が短期損害保険料だけの場合
１，０００円以下－全額
１，０００円超え３，０００円以下－支払保険料×１／２＋５００円
３，０００円超え－２，０００円
�支払った保険料が長期損害保険料だけの場合
５，０００円以下－全額
５，０００円超え１５，０００円以下－支払保険料×１／２＋２，５００円
１５，０００円超え－１０，０００円
�支払った保険料が短期損害保険料と長期損害保険料の両方ある場合
�により求めた金額＋�により求めた金額（限度額１０，０００円）

寄附金の額（ただし、合計所得金額×２５％を
超える場合はその金額）－１０万円（県共同募
金会、日本赤十字社、都道府県、市町村又は
特別区に対する一定の寄附金のみ該当）

特別障害者 ３００，０００円、
その他の障害者 ２６０，０００円

社会保険料、小規模企業共済等掛金

控除の種類

雑 損

医 療 費

生命保険料

損害保険料

寄 附 金

障 害 者
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税 �

特集 個人町税について考えよう

町
県
民
税
が

課
税
さ
れ
な
い
人

（
１
）均
等
割
も
所
得
割
も
か
か
ら
な
い
人

・
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
を
受
け

て
い
る
人

・
障
害
者
、
未
成
年
者（
既
婚
者
を
除
く
）、

寡
婦（
寡
夫
）で
前
年
中
の
合
計
所
得
金

額
が
１２５
万
円
以
下
（
給
与
収
入
だ
と
２
、

０
４
４
、０
０
０
円
未
満
）
の
人

（
２
）
均
等
割
が
か
か
ら
な
い
人

・
扶
養
が
い
な
い
場
合

前
年
中
の
合
計
所
得
金
額
が
２８
万
円

（
給
与
収
入
９３
万
円
）
以
下

・
扶
養
が
い
る
場
合

前
年
中
の
合
計
所
得
金
額
が
、
２８
万
円

×
（
本
人
＋
配
偶
者
＋
扶
養
親
族
数
）
＋

１７
万
円
以
下
の
人

例
え
ば
…

妻
と
子
２
人
が
扶
養
の
場
合

４
人
（
本
人
１
＋
妻
１
＋
子
２
）
×

２８
万
円
＋
１７
万
円＝

所
得
１２９
万
円
以

下
（
給
与
所
得
者
の
場
合
、
収
入
が

２
、１
０
４
、０
０
０
円
未
満
の
人
）

※
分
離
譲
渡
所
得
の
場
合
、
特
別
控
除
前

の
金
額
を
算
入
し
ま
す
。

（
３
）
所
得
割
が
か
か
ら
な
い
人

・
扶
養
が
い
な
い
場
合

前
年
中
の
総
所
得
金
額
等
が
３５
万
円
以

下
（
給
与
収
入
１００
万
円
）
以
下

・
扶
養
が
い
る
場
合

前
年
中
の
総
所
得
金
額
等
が
、
３５
万
円

×
（
本
人
＋
配
偶
者
＋
扶
養
親
族
数
）
＋

３２
万
円
以
下
の
人

例
え
ば
…

妻
と
子
２
人
が
扶
養
の
場
合

４
人（
本
人
１
＋
妻
１
＋
子
２
）×
３５

万
円
＋
３２
万
円＝

所
得
１７２
万
円
以
下

（
給
与
所
得
者
の
場
合
、
収
入
が
２
、

７
１
６
、０
０
０
円
未
満
の
人
）

平
成
１８
年
度

個
人
の
町
民
税
・
県
民

税
が
変
わ
り
ま
す

地
方
税
法
な
ど
の
改
正
に
よ
り
、
平
成

１８
年
度
か
ら
、
公
的
年
金
な
ど
に
対
す
る

控
除
や
、
６５
歳
以
上
の
人
に
対
す
る
控
除

な
ど
が
変
わ
り
ま
す
。

■
収
入
の
あ
る
妻
に
対
す
る

均
等
割
の
税
額
改
正

均
等
割
額
は
、
平
成
１７
年
度
経
過
措
置

に
よ
り
、
２
分
の
１
課
税
と
な
っ
て
い
ま

し
た
が
、
平
成
１８
年
度
か
ら
は
全
額
課
税

と
な
り
ま
す
。
な
お
、
扶
養
な
し
で
所
得

が
２８
万
円（
給
与
の
場
合
は
年
収
９３
万
円
）

以
下
の
場
合
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
（
左
表

�
）。

■
公
的
年
金
等
控
除
の
改
正

厚
生
年
金
や
国
民
年
金
な
ど
の
公
的
年

金
に
対
す
る
控
除
が
、
下
表
�
の
通
り
改

正
と
な
り
ま
す
（
所
得
税
で
は
平
成
１７
年

分
か
ら
）。

�収入のある妻に対する均等割の税額改正

�公的年金等控除の改正

妻の均等割額

合計

２，０００円

４，０００円

県民税

５００円

１，０００円

町民税

１，５００円

３，０００円

年 度

平成１７年度

平成１８年度以降

公的年金等に係る雑所得の金額

０円

収入金額－ ７０万円

収入金額×０．７５－ ３７．５万円

収入金額×０．８５－ ７８．５万円

収入金額×０．９５－１５５．５万円

０円

収入金額－ １２０万円

収入金額×０．７５－ ３７．５万円

収入金額×０．８５－ ７８．５万円

収入金額×０．９５－１５５．５万円

公的年金等の収入金額

７０万円まで

７０万円超～１３０万円未満

１３０万円以上～４１０万円未満

４１０万円以上～７７０万円未満

７７０万円以上

１２０万円まで

１２０万円超～３３０万円未満

３３０万円以上～４１０万円未満

４１０万円以上～７７０万円未満

７７０万円以上

６５
歳
未
満
の
人

６５
歳
以
上
の
人

�

公的年金等に係る雑所得の金額

０円

収入金額－ ７０万円

収入金額×０．７５－ ３７．５万円

収入金額×０．８５－ ７８．５万円

収入金額×０．９５－１５５．５万円

０円

収入金額－ １４０万円

収入金額×０．７５－ ７５万円

収入金額×０．８５－ １２１万円

収入金額×０．９５－ ２０３万円

公的年金等の収入金額

７０万円まで

７０万円超～１３０万円未満

１３０万円以上～４１０万円未満

４１０万円以上～７７０万円未満

７７０万円以上

１４０万円まで

１４０万円超～２６０万円未満

２６０万円以上～４６０万円未満

４６０万円以上～８２０万円未満

８２０万円以上

６５
歳
未
満
の
人

６５
歳
以
上
の
人
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■
非
課
税
措
置
の
廃
止

６５
歳
以
上
で
、
前
年
の
合
計
所
得
が
１２５

万
円
以
下
の
人
に
対
す
る
、
個
人
町
民
税
・

県
民
税
の
非
課
税
措
置
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
平
成
１７
年
１
月
１
日
現
在
で
６５

歳
以
上
（
昭
和
１５
年
１
月
２
日
以
前
に
生

ま
れ
た
人
）
で
、
前
年
の
合
計
所
得
が
１２５

万
円
以
下
の
人
に
つ
い
て
は
、
左
表
�
の

よ
う
な
経
過
措
置
が
あ
り
ま
す
。

■
老
年
者
控
除
の
廃
止

６５
歳
以
上
の
人
で
、
前
年
の
合
計
所
得

金
額
が
１
、０
０
０
万
円
以
下
の
人
に
対

す
る
、
老
年
者
控
除
４８
万
円
が
廃
止
さ
れ

ま
す
（
所
得
税
で
は
平
成
１７
年
分
か
ら
）。

■
定
率
減
税
の
改
正

本
来
の
税
額
か
ら
、
一
定
割
合
で
税
額

を
割
り
引
く
定
率
減
税
の
減
額
率
が
改
正

に
な
り
ま
す
。
平
成
１７
年
度
は
税
額
の
１５

％
（
上
限
４
万
円
）
が
控
除
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
平
成
１８
年
度
は
税
額
の
７．５
％
（
上

限
２
万
円
）
に
変
更
さ
れ
ま
す
（
所
得
税

は
平
成
１８
年
分
か
ら
、
１０
％
相
当
額
・
上

限
１２
万
５
、０
０
０
円
に
変
更
さ
れ
ま
す
）。

�非課税措置の廃止にかかわる経過措置

個
人
町
民
税
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

町
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
が
豊
か
で
安
定
し
た
暮
ら
し
が
で
き
る
よ
う
、
学
校
や
道
路

な
ど
の
建
設
、福
祉
の
充
実
、教
育
や
産
業
の
振
興
な
ど
、幅
広
い
活
動
を
し
て
い
ま
す
。税

は
、
こ
の
た
め
の
大
切
な
財
源
で
あ
り
、
社
会
を
維
持
す
る
た
め
の
会
費
と
も
い
え
ま
す
。

し
か
し
、
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
、
税
の
仕
組
み
は
「
難
し
い
」「
分
か
り
に
く
い
」
と
い

っ
た
意
見
を
い
た
だ
く
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
今
回
は
、
町
民
税
に
関
し
て
よ
く
あ
る
質
問
と
そ
の
答
え
を
紹
介
し
ま
す
。

質
問
平
成
１８
年
１
月
５
日
に
、
Ａ
町

か
ら
上
三
川
町
に
転
入
し
て
き

た
。
平
成
１８
年
度
の
町
民
税
・
県
民
税

は
ど
ち
ら
の
町
に
納
め
る
の
？

答
町
民
税
・
県
民
税
は
、
そ
の
年

の
１
月
１
日
に
住
ん
で
い
た
市

町
村
が
課
税
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。あ

な
た
の
場
合
は
、
平
成
１８
年
１
月

１
日
現
在
は
Ａ
町
に
住
ん
で
い
ま
し
た

の
で
、
平
成
１８
年
度
の
町
民
税
・
県
民

税
は
Ａ
町
で
課
税
さ
れ
、
Ａ
町
に
納
め

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
税
証
明

書
も
Ａ
町
で
発
行
さ
れ
ま
す
。

質
問
６８
歳
で
公
的
年
金
を
受
給
し
て

い
る
。
平
成
１８
年
度
の
町
民

税
・
県
民
税
は
税
額
が
変
わ
る
と
聞
い

た
が
、
ど
う
な
る
の
？

答
６５
歳
以
上
で
合
計
所
得
が
１
、

０
０
０
万
円
以
下
の
人
は
、
老

年
者
控
除
と
し
て
４８
万
円
が
控
除
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
制
度
が
廃
止
と

な
り
ま
し
た
。

併
せ
て
、
公
的
年
金
等
控
除
の
最
低

保
障
額
が
１４０
万
円
か
ら
１２０
万
円
に
引
き

下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
１７
年
度
ま
で
は
、
６５
歳

以
上
で
合
計
所
得
が
１２５
万
円
以
下
の
人

は
非
課
税
で
し
た
が
、
こ
の
制
度
も
廃

止
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
い
ま
ま
で
課
税
さ
れ
な

か
っ
た
人
で
も
課
税
さ
れ
る
人
や
、
税

額
が
増
え
る
人
が
い
ま
す
。

た
だ
し
、
平
成
１７
年
１
月
１
日
現
在

６５
歳
以
上
で
平
成
１７
年
中
の
合
計
所
得

が
１２５
万
円
以
下
の
人
は
、
平
成
１８
年
度

の
町
民
税
・
県
民
税
が
３
分
の
１
に
軽

減
さ
れ
ま
す
。

平成２０年度以降

全額課税（３，０００円）

全額課税

全額課税（１，０００円）

全額課税

平成１９年度

２，０００円

１／３控除

６００円

１／３控除

平成１８年度

１，０００円

２／３控除

３００円

２／３控除

均等割

所得割

均等割

所得割

町民税

県民税
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特集 個人町税について考えよう

６５歳以上で公的年金収入のみの人の ………………………………

町・県民税の課税例
町・県民税が新たに課税される人例１
《２人世帯》Ａさん（６８歳）収入：公的年金収入２６０万円のみ

平成１７年度まで
は、６５歳以上で
前年の合計所得
金額が１２５万円
以下の人は、町・
県民税はかかり
ませんでした。

配偶者控除 ３３万円（妻６３歳 公的年金収入９０万円）
基 礎 控 除 ３３万円

公的年金等控除の改正

●１８年度税額
■均等割 町民税３，０００円＋県民税１，０００円＝４，０００円
■所得割 年金収入２６０万円－公的年金控除額１２０万円－所得控除６６万円＝７４万円

（７４万円×町３％）＋（７４万円×県２％）＝２２，２００円＋１４，８００円＝３７，０００円
３７，０００円－定率控除額２，８００円＝３４，２００円

■年 額 ４，０００円＋３４，２００円＝３８，２００円

町・県民税が新たに課税される人
（合計所得金額が１２５万円以下で減額措置のある場合）

例２

《２人世帯》Ｂさん（６８歳）収入：公的年金収入２４０万円のみ

昭和１５年１月２
日以前に生まれ
前年中の合計所
得金額が１２５万
円以下の人は、
平成１８年度は町・
県民税額の３分
の２を減額しま
す（平成１９年度
は３分の１を減額）。前年中の合計所得 １２５万円以下

●１８年度税額
■均等割 （町３，０００円×１／３）＋（県１，０００円×１／３）＝１，０００円＋３００円＝１，３００円
■所得割 年金収入２４０万円－公的年金控除額１２０万円－所得控除６６万円＝５４万円

（５４万円×町３％）＋（５４万円×県２％）＝１６，２００円＋１０，８００円＝２７，０００円
（２７，０００円－定率控除額２，１００円）×１／３＝８，３００円

■年税額 １，３００円＋８，３００円＝９，６００円
参考 平成１８年度減額前税額 ２８，９００円

▼問い合せ先＝税務課 住民税係 ��９１２２

税 額

０円

３８，２００円

所 得 控 除

合 計

１１４万円

６６万円

その他

６６万円

６６万円

老年者控除

４８万円

０円

前年の合計
所得金額

１２０万円

１４０万円

公的年金
等控除額

１４０万円

１２０万円

年 度

平成１７年度

平成１８年度

税 額

０円

９，６００円

所 得 控 除

合 計

１１４万円

６６万円

その他

６６万円

６６万円

老年者控除

４８万円

０円

前年の合計
所得金額

１００万円

１２０万円

公的年金
等控除額

１４０万円

１２０万円

年 度

平成１７年度

平成１８年度
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